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支配株主等に関する事項について 
 

 

当社の親会社である株式会社神明ホールディングス（以下、神明ＨＤ）について、支配株主等に関する事

項を、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等 

（2024年３月 31日現在） 

名称 属性 
議決権所有割合（％） 発行する株券が上場されて

いる金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 計 

株式会社神明ホール

ディングス 
親会社 50.08 － 50.08 － 

 

２．親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係 

①親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、資本関係、人的関係等について 

神明ＨＤグループは、米の卸売事業を基軸として、「川上から川下までの食のバリューチェーン」構築

を目指しており、その上で、米の卸売事業の周辺事業に止まらず、食品製造業への進出も同社の成長戦

略の一つとして位置付けております。当社グループは、当該成長戦略の一翼を担っております。 

神明ＨＤは、2024 年３月 31 日現在、当社議決権の 50.08％を保有する親会社であり、当社は、取締役

である藤尾益雄を神明ＨＤから招聘している他、神明ＨＤからの出向者２名を営業部門等に従業員とし

て受け入れております。また、当社は、神明ＨＤのグループ会社に対して当社製品の販売を行っており

ます。 

 

②親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット 

現在、神明ＨＤグループには、当社グループ以外に、きのこの製造販売やそれに類似する事業を営む

企業が存在しないため、当社グループとその他の神明ＨＤグループ企業との間で事業の競合は発生して

おりません。 

また、当社グループとその他の神明ＨＤグループ企業との間には、当社が従来まいたけの消費量の少

なかった西日本等で販売拡大に取り組む場合等での神明ＨＤグループのネットワークの活用や、米とき

のこを組み合わせた商品開発と小売店・外食チェーンでの展開、広域量販店を中心とした両者の商品の

クロスセル推進等の形でシナジーが見込まれ、当社及び神明ＨＤは、両社の協働を通じて、それぞれに
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おいて企業価値向上を図ることができる関係にあると考えております。 

③親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びその状況 

神明ＨＤの関係会社管理に関して、当社が同社の事前承認を必要とする事項はありません。 

また、同社から当社に対する役職員の派遣や各種取引に関しては、少数株主保護の観点で問題がなく、

かつ、必然性及び経済合理性が認められる範囲において、各社の経営判断のもとに実施する方針です。

当社の側でも、同社のグループ経営管理に関して、当社の経営の独立性が阻害されることがないよう、

独立役員を確保するとともに、独立役員が過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置する等の措置

を講じております。また、当社では、同社グループとの各種取引について、「関連当事者取引管理規程」

に基づいて、当社の取締役会の決議を経て実施することとしており、既存の取引についても取締役会の

決議を経て実施しております。 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

当連結会計年度（自 2023 年４月１日 至 2024 年３月 31 日）における当社グループと神明ＨＤグルー

プとの主な取引は、当社製品の売買取引、出向者の受入等となっておりますが、いずれの取引も金額の

重要性が低いことから、特記すべき事項はございません。 

 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

支配株主である神明ＨＤとの重要な取引・行為については、独立社外取締役にて構成される特別委員

会において、取引内容の審議・検討、及び継続取引の妥当性を確認し、取締役会へ答申を実施しており

ます。取締役会はその答申を受け、独立社外取締役も参加する取締役会での決議を実施しております。 

また、神明ＨＤグループとの取引を行う際には、当社の関連当事者取引管理規程に則り、独立社外取

締役も参加する取締役会での事前承認を前提としております。取締役会では、当社企業価値への貢献と

いう観点から事業上の必要性並びに条件の妥当性について審議することとしており、少数株主保護を前

提として、取引実施の是非を検討しております。 

 

以 上 

 


